
○無駄の撲滅には、まずは各府省自らが、主体的に取り組むことが不可欠。
○毎年、国の全ての事業を網羅的に点検し、徹底的、継続的に無駄がないか

①霞が関の各府省自らが、

②全ての事業を対象に

③執行実態を明らかにした
上で、チェックの過程を公
開しつつ、

④外部の視点を活用しな
がら点検を行い、

⑤結果を概算要求や執行
等に反映させる、

取組です。

○ 全ての事業(約5,000事業)について、統一した様式の「レビューシート」を作成、
公表。
事業の執行状況や、資金の流れを全面公開。

どのような点検を行つたのか、点検を踏まえてどのような対応を行つたのかを、
「レビューシート」上に公開。⇒ 過程を透明化し、緊張感のあるチェックを実施。

○前年度に新規に開始した事業や事業の終了年度等に当たり継続の是非を判断

する必要のある事業を中心に、外部の有識者による事業の点検を実施。

Oそのうち一部の事業については、公開の場で事業の点検を実施⇒公開プロセス

○「点検のための点検」ではなく、点検結果を翌年度予算の要求や事業の執行
に反映。

)各府省におけるレビュー終了後、行政改革推進会議が、各府省の点検が十分

なものとなつてるか等のチェックを行い、チエツク結果が予算編成過程で活用さ

れるよう意見をとりまとめ。

前年度事業
の執行
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● 6名の外部有識者が、公開の場で事業の担当者との質疑口議論を行い、外部の視点から事業見直
しの方向性や見直しの内容を提示する取組。

● 本年は、6/10～ 30にかけて、15府省において、計66事業を対象に実施。インターネット中継又は

一般傍聴により議論を全面公開。
● 行政改革担当部局が、一部の外部有識者の指名(6名 のうち3名 )に関与。
● 議論の結果は、外部有識者がとりまとめ。各府省は、その結果を概算要求に向けての検討におい

て尊重。

5分 事業所管部局から事業の概要を説明

2分 進行役から論点を説明

45分
論点に基づいて質疑/議論を実施

外部有識者は議論の内容を踏まえて「コメントシートJに意見を記入

3分 とりまとめ役の外部有識者がコメントシートに記載された評価結果の集計を発

表し、「評価結果」及び「とりまとめコメント」の案を提示。

5分

～25分
案に基づき、外部有識者間で議論し、一致した評価結果、コメントを作成。

※更なる詳細な情報については、以下のホームページをご覧ください。

行政事業レビューHP:httpプ/"ww,cas.go.ip力 p/seLaku/gvoukaku/reMew.html



資料 3

業レビュー公開プロセス日程表



【機密性2情報】

公開プロセススケジュール
6年 6月 5日

崎

開 始 間一鮪
府省 場所 公開手段

晰
明

10日 (火 ) 13:30 16:40 環境省 合同庁舎5号館 22階第1会議室 ネット中継 (生放送 )、 一般傍聴
1lIヨ (列K) 15:30 17:30 警察庁 合同庁舎2号館地下2階共用会議室 ネット中継 (生放送 )、 一般傍聴

6月 12日 (木) 9:00 17:00 農林水産省 農林水産省本館7F講堂 ネット中継 (録画 )

14:30 16:50 財務省 財務省本庁舎4階 第1全議室(西 4562 ネット中継 (生放送 )

13100 17:00 内閣府 内閣府庁舎仮設講堂 ネット中継 (生放送 )

6月 13:ヨ (当≧) 10:00 12:00 法務省 法務省1階会議室 未 定

6月 16Eヨ (月 ) 9100 17100 経済産業省 経済産業省本館17階第1・ 2共用会議室 ネット中継 (録画 )

6月 17日 Ok) 13:30 17:30 防衛省 防衛省講堂 (庁舎A棟2階 ) ネット中継 (生放送 )

13:20 16:30 外務省 外務省南庁舎6階666会議室 ネット中継 (録画 )

6月 18日 (水 ) 13:00 16:20 総務省 総務省第二特別会議室 ネット中継 (生放送 )

6月 19日 (木 ) 13:00 16:35 文部科学省 文部科学省15階特別会議室 ネット中継 (生放送 )

6月 20日 (金) 13:00 17:50 文部科学省 文部科学省16階特別会議室 ネット中継 (生放送 )

10:00 18:05 国土交通省 国土交通省10階会議室 ネット中継 (録画 )

6月 23日 (月 ) 15:10 18:20 厚生労働省 合同庁舎5号館専用第23会議室 ネット中継 (録画 )

6月 24日 (火 ) 13:30 17:40 厚生労働省 合同庁舎5号館専用第23会議室 ネット中継 (録画 )

6月 30日 (月 ) 9130 16100 復興庁 復興庁記者会見室 ネット中継 (録画 )

14:00 16:30 原子力委員会 原子力規制委員会13階A会議室
ネット中継 (生放送 )

※録画となる可能性有
■
１ 了時間について | 日の議論の に り得ます。

注2記者傍聴等による取材の可否及びその手続については、各府省にお問い合わせください。



資料5

平成 26年行政事業レビュー 公開プロセス対象事業

【内閣府】

○ 原子力災害対策に必要な経費

○ 地震対策等の推進に必要な経費

○ 子ども・若者育成支援推進経費

○ 食品健康影響評価技術の研究に必要な経費

【勤 】

○ 司法解剖の実施

○ 電子計算機運営

【復興庁】

○ 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金

○ 生活・就労総合支援事業費

○ 震災復興林業人材育成対策事業

○ 工業品等に係るビジネスマッチング・商品開発支援事業

○ 福島県における観光関連復興支援事業

○ 三陸復興国立公園再編成等推進事業費

【総務省】

○ 行政評価等実施事業 (総務本省)

○ 定住自立圏構想推進費

○ 無線システム普及支援事業 (周波数有効利用促進事業)

【法務省】

○ 検察総合情報管理システムの運営

○ 外国人の出入国情報の管理

【外務省】

○ 旅券関連業務

○ 日・インドネシア経済連携に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者に対す

る日本語研修事業

○ 独立行政法人国際協力機構運営費交付金 (技術協力)
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【財務省】

○ 予算編成支援システム

○ 国税電子申告・納税システム (e―Taxの利用促進及び納税者等利便向上事業)

【文部科学省】

○ 公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム

○ 産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業

○ 女性研究者養成システム改革加速事業

○ 分子イメージング研究戦略推進プログラム

○ 超小型衛星研究開発事業

○ 健常者と障害者のスポーツ 0レクリエーション活動連携推進事業

○ 地域の特性を活かした史跡等総合活用支援推進事業

【厚生労働省】

○ 医療情報システム等標準化推進事業

○ 感染症予防事業費等負担金 (感染症発生動向調査事業)

○ 医療機器審査体制基盤強化費 (審査事業)

○ 中小零細規模事業場集団へのリスクアセスメント研修等実施経費

○ 公的年金制度等の適正な運営に必要な経費 (保険料納付手数料等)

○ 両立支援等助成金 (子育て期の短時間勤務支援)

○ 社会福祉振興助成費補助金

【農林水産省】

○ 食の生産資材安全確保対策事業

○ 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業

○ 果樹・茶支援対策事業のうち果樹対策

○ 「自 のある暮らしづくり交付金

○ 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業

○ 治山事業 (直轄)

○ 離島漁業再生支援交付金
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鵬 産業省】

○ 太陽光発電システム次世代高性能技術の開発

○ 国家備蓄石油管理等委託費 (石油ガス分)

○ 医療機器 ロサービス国際化推進事業

○ 中小企業・小規模事業者連携促進支援事業 (新事業活動・農商T連携等促進

鰹 蝶 )

○ 貿易投資促進事業

○ 革新的新構造材料等技術開発費

○ 産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業

【国働 省】

○ 国際交通分野における徐 卜国の経済活性化と我が国企業競争力強化のため

の支援事業

○ 建設企業等のための経営戦略アドバイザリー事業

○ 都市安全確保促進事業
|      〇 道路事業 (直轄・交通安全対策)

|      ○ 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業

|      ○ 独立行政法人港湾空港技術研究所運営費交付金 (研究経費)

|      ○ アメダス観測業務

|
|     【環境省】

〇 特殊自動車における低炭素化促進事業

○ 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」による地球環境観測事業

○ 風力発電等導入等に係る環境影響評価促進モデル事業

【原子力規制委員会】

○ 原子力発電施設等安全調査研究委託費

○ 燃料等安全高度化対策委託費

【防衛省】

○ 指揮管理涌信システムの整備

○ 潜水艦の主蓄電池の換装及び購入

○ 騒音防止事業 (一般防音)

○ 特別借難 舎
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平成 25年 4月 2日 策定

平成 26年 3月 14日 改定

行 政 改 革 推 進 会 議

行政事業レビュー実施要領

1 基本的な考え方

行政事業レビュー (以下「レビュー」という。)は、各府省自らが、自律的に、概算要

求前の段階において、原則全ての事業について、予算が最終的にどこに渡 り (支出先 )、

何に使われたか (使途)と いった実態を把握 し、これを国民に明らかにした上で、外部

の視点も活用 しながら、過程を公開しつつ事業の内容や効果の点検を行い、その結果を

予算の概算要求や執行等に反映させる取組である。

レビューは、行政の無駄の削減はもとより、事業の効果的、効率的な実施を通 じ質の

高い行政を実現するとともに、国の行政の透明性を高め、国民への説明責任を果たすた

めに実施されるものである。

2 体制整備

(1)行政事業レビュー推進チーム

① 各府省は、以下の構成を基本とした「行政事業レビュー推進チーム」(以下 「チー

ム」という。)を設置 し、レビューの責任ある実施に取 り組むこととする。

統括責任者  :官房長 (官房長のない省庁にあっては総括審議官等同等クラス)

副統括責任者 :会計課長及び政策評価担当課長

メンバー  :各 局総務課長等。その他、チームの果たすべき役割を踏まえ、地

方支分部局等を含めた関係者が連携・協力できるよう各府省で適

切に選任、参画させる。

なお、各府省の判断により、統括責任者、副統括責任者をより上位の職位の者 と

することができる。その場合でも、官房長 (官房長のない省庁にあっては総括審議

官等同等クラス)、 会計課長、政策評価担当課長はチームのメンバーとして参画す

るものとする。

② チームは、以下の取組を行 うものとする。

ア 事業所管部局による行政事業レビューシー ト(以下「レビューシー ト」という。)

の適切な記入及び厳格な自己点検の指導

イ 外部有識者の点検 を受ける事業の選定及び外部有識者からの点検結果の聴取

ウ 外部有識者による公開の場での点検 (以下 「公開プロセス」という。)の対象

となる事業の選定及び点検結果の聴取

エ ア、イ及びウを踏まえた事業の厳 しい点検 (サマーレビュー)及び点検結果 (所

見)の とりまとめ

オ チーム所見を踏まえた事業の改善状況の点検



力 当該府省全体の概算要求への反映状況の確認及びとりまとめ

③ レビューは各府省自らが、自律的に実施する取組であることに鑑み、チームは、

②に加えて、主体的かつ不断に創意工夫を重ねながら、レビューの実効性向上のた

めの取組を積極的に行うものとする。

(2)行動計画の策定

① 各府省は、毎年、4月 上旬までに、当該年におけるレビューの行動計画を策定し、

公表するものとする。

② 行動計画には、当該府省におけるレビューの取組体制、取組の進め方、スケジュ

ール等を定めるものとする。特に、チームによる厳格な点検・指摘が確実に実施さ

れるよう、チームの取組である (1)の②のアから力までについて、具体的な取組

の内容やその取組の担当者をチームで決定し、それを行動計画に位置付けることと

する。

(3)事業単位の整理及び施策と事業との対応関係の明示

各府省は、事務的経費、人件費等を除く全ての前年度の事業 (同年度限りで終了し

た事業を含む。以下「前年度事業」という。)について、別途、内閣官房行政改革推進

本部事務局 (以下「事務局」という。)が示す様式にしたがって点検の対象となる事業

の単位 (以下 「事業単位」という。)を整理する。

事業単位の整理に当たっては、国民に対する説明責任を果たす観点から、事業内容

が国民にとってわかりやすいものとなるよう、特に留意するとともに、レビューと政

策評価の連携を確保するため、日標管理型の政策評価の対象となる施策と、当該施策

を構成する事務事業に係るレビュー対象事業との対応関係を明記する。

なお、移替経費については、原則として、予算を計上した府省が、支出した府省の

協力を得て、レビューシートの作成、事業の点検 (公開プロセスを含む。)を行うこと

とする。

3 レビューシー トの作成及び中間公表

(1)レ ビューシートの作成

① 各府省は、事業単位ごとに、別途、事務局が示す様式にしたがって、レビューシ

ートを作成する。

② レビューシートの作成に際しては、以下の点に特に留意するものとする。

ア 成果目標及び成果実績 (ア ウトカム)並びに活動指標及び活動実績 (ア ウトプ

ット)の記載に際しては、次のように必ず何らかの指標を設定することとし、定

量的な指標設定が困難な旨だけを記載しないようにする。

a 記載内容の客観性を維持するため、定量的な指標を記載 (事業の目標を直接

的に測ることのできる指標の設定が困難な場合は、間接的な指標を設定)
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b aが困難な場合は、その理由を記載した上で、定性的な目標を必ず記載 (そ

の場合は、それが適切であるか各府省のチームが重点的に点検)

イ 類似の事業がある場合は、「重複排除」欄に、その事業名、所管府省、所管部

局名等を記載するとともに、当該事業と類似事業の役割分担の具体的な内容を記

載する。この際、類似事業を可能な限り幅広い範囲で捉え、積極的に国民に対す

る説明責任を果たしていくものとする。

ウ 予算に関する透明性を確保するため、予算の支出先やその費目・使途について

は、十分な把握を行うとともに、最終的な資金の受け手や予算の具体的な使途が

わかるよう記載する.特に、補助金等の交付により造成された基金や交付金につ

いては、これを徹底する必要がある。

工 事業内容の理解に資する資料を適宜添付することは望ましい取組であるが、必

要な情報を効率よく伝達するため資料の分量は最小限のものとする。

(2)事業所管部局による点検

事業所管部局は、予算の支出先、使途、活動実績等を踏まえ、事業の厳しい点検を

行い、その結果をレビューシートにわかりやすく記載する。

その際、事業にどのような課題があり、その課題に対してどのように対応していく

のかといった点検の具体的な内容について、可能な限り具体的な説明を行うこととす

る。また、事業の効果や効率化がどの程度進んでいるかなど経年での変化についても

記載することとする。

(3)中間公表

レビューシートについては、事業の目的、概要、各年度の執行額、成果目標、事業

所管部局による点検結果、資金の流れ、費目・使途、支出先上位 10者リストなど記

入可能な事項を記入の上、

① 公開プロセスの対象となる事業 (以下 「公開プロセス対象事業」という。)に係

るものについては、原則として公開プロセスの開始日の10日 前までに、

② その他の事業 (以下「公開プロセス非対象事業」という。)に係るものについて

は原則6月 末、遅くとも7月 上旬までに、

.  各府省のホームページにおいて中間公表を行う。この際、レビゴーと政策評価の一覧

性に留意して、国民にとって分かりやすい公表を行うものとする。

4 外部有識者による点検

(1)外部有識者の指名

① 各府省は、外部有識者を複数名指名し、「同じ予算でより多くの成果を引き出す工

夫はないか」、「より少ない予算で同等以上の成果を引き出す工夫はないか」といっ

た観点から、外部の視点を活用したレビューの実施に取り組むものとする。

その際、外部有識者による点検の対象事業の数に応じ、効果的・効率的な点検を

十分に行うことが可能な数の外部有識者を確保することとする。

② 外部有識者は、以下のいずれかの要件を満たす者の中から、過去の実績、職歴等
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を勘案して指名するものとする。

ア 予算の実際の使われ方など予算執行の現場に知見を有する者

イ 行政全般、個別の行政分野の在り方等に識見を有する者

ウ 独立行政法人や公益法人の仕組み、実態、問題等に知見を有する者

工 民間取引の実態や、地域や現場で生じている問題等に知見を有する者

③ 外部有識者の選任や、(2)の行政事業レビュー外部有識者会合の意思決定等への

関与にあたっては、特に利益相反が生じることのないよう留意する。このため、外

部有識者のうち、点検対象事業の執行に関し利害関係がある者及び過去 3年間にお

いて点検対象事業に関係する審議会、検討会等の委員、専門委員等になっていた者

は、当該事業に係る点検を行うことができないこととする。

④ 各府省が指名する外部有識者が②及び③に照らして不適当であると認められる場

合は、事務局は、各府省に対し、意見を述べることができる。

(2)外部有識者会合

① 各府省は、(1)で指名した外部有識者にようて構成される「行政事業レビユー外

部有識者会合 (以下 「外部有識者会合」・という)。 」を設置する。

② 外部有識者会合は、外部有識者それぞれの特性や専門性を十分に活用しつつ、以

下の取組を行うものとする。その際、(1)の①に掲げる外部有識者に期待される

役割について外部有識者間で周知徹底されるようにする。

ア 外部有識者による事業の効率的・効果的な点検のための調整

イ 当該府省におけるレビューの取組状況の随時点検、必要に応じた意見の提出

ウ 当該府省におけるレビューの取組を踏まえた、翌年以降の取組に向けた改善点

に関する意見の提出 (レ ビューシート最終公表後)

③ 外部有識者会合の議事概要及び資料は、事後に公表するものとする。

(3)対象事業の選定

① チームは、以下の基準のいずれかに該当する事業について、外部有識者に点検を

求める必要がある。

ア 前年度に新規に開始したもの

イ 当該年度が事業の最終実施年度又は最終日標年度に当たるなど、翌年度予算の

概算要求に向けて事業の継続の是非等を判断する必要があるもの

ウ  「秋のレビュー」の対象事業など、前年のレビューの取組の中で行政改革推進

会議における指摘事項のあったもの

なお、アに該当する事業であるものの、事業の執行が進んでいない、又は効果が

十分に発現していない等の理由により、外部有識者が十分な事業の点検を行うこと

ができず引き続き翌年も点検を実施する必要があると判断した場合、チームは、そ



の旨をレビューシートの所定の欄に記載するとともに、翌年も当該事業の点検を外

部有識者に求めるものとする。

② チームは、①の他に、全てのレビュー対象事業が少なくとも5年に一度を目途に

外部有識者の点検を受けることになるよう、前年度事業 (補正予算に計上された事

業を含む。)の 中から事業を選定し、外部有識者に点検を求めるものとする。この

場合、特に、

・当該年度に政策評価における実績評価の対象となる施策に関連する事業

・前年度に事業内容が大幅に見直され、実施されたもの又は翌年度予算の概算要求

に向けて事業の大幅な見直しを検討しているもの

・事業の執行に関して、会計検査院、総務省行政評価局、マスコミなど内外から問

題点を指摘されたもの等、外部の視点による事業の点検の必要性が高いと判断さ

れるもの

を重点的に選定する。

その際、客観性を向上させ、より効果的な点検が可能となるよう、外部有識者会

合を活用し、選定の考え方について外部有識者の理解を得て選定を行うとともに、

対象事業数に年ごとの偏りが生じないよう選定を行うこととする。

(4)所見欄への記入

チームは、外部有識者による点検の結果を、外部有識者の所見として、レビューシ

ートの所定の欄に記入する。

この際、外部有識者による事業の改善すべき点の指摘や、検討すべき課題について

の提案等を記載するものとし、また、このような外部有識者による指摘・提案等が積

極的に行われるよう、外部有識者会合を活用して周知を行うものとする。

(5)外部有識者への情報提供等

各府省は、外部有識者が適切な点検を行えるよう十分な情報を提供するとともに、

外部有識者から資料の提供、ヒアリングの実施等の要請があった場合には、誠実かつ

迅速に対応するものとする。

(6)外部有識者所見の取扱い

① 各府省は、外部有識者の所見を概算要求に向けての事業の検討において活用する

とともに、異なる対応を行う場合には、十分な説明責任を果たす必要がある。

② ①が徹底されるよう、それぞれ次に掲げる取組を行うものとする。

ア チームは、自らの役割として、指摘を行った外部有識者と関係事業所管部局と

の調整を行う。

イ 関係事業所管部局は、外部有識者の所見を踏まえてどのように検証・改善を行

ったのか、その調整過程について、レビューシートの「所見を踏まえた改善点」

の欄に記載する。
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5 公開プロセスの実施

(1)対象事業の選定

① チームは、4の (3)の外部有識者による点検の対象事業のうち、以下の基準の

いずれかに該当するものを公開プロセスの対象事業として選定することとする。

その際、客観性を向上させ、公開検証が望ましいと判断されるものが国民の視点

で選定されるよう、外部有識者会合を活用し、外部有識者から意見聴取等を行った

上で選定を行うこととする。

ア 事業の規模が大きく、又は政策の優先度の高いもの

イ 長期的又は継続的に取り組んでいる事業等で、執行方法、制度等の改善の余地

が大きいと考えられるもの

ウ 事業の執行に関して、会計検査院、総務省行政評価局、マスコミなど内外から

問題点を指摘されたもの

工 当該年度に政策評価における実績評価の対象となる施策に関連するもの (複数

も可)

オ その他公開の場で外部の視点による検証を行うことが有効と判断されるもの

② 公開プロセスを効果的かつ効率的に実施するため、原則として、事業単位で 1億

円未満のものについては対象としないものとする。ただし、複数の 1億円未満の事

業を一括りにして、その総額が 1億円を超える場合や、 1億円を超える事業の数が

限られている府省において、公開の場での外部の視点による検証を行うことが有効

と判断される事業がある場合はこの限りではない。

③ 事務局は、各府省が選定した公開プロセス対象事業のほかに、又はその一部若し

くは全部に替えて、上記に照らし、例えば、過去に公開プロセスの対象となった事

業や行政改革推進会議において指摘のあった事業など、公開プロセスの対象に追加

すべき事業があると判断する場合、各府省に対し、対象事業の追加を求めることが

できる。

④ 各府省は、公開プロセス対象事業の数を当該府省の外部有識者による点検の対象

事業数の多寡等を踏まえて判断する。また、公開プロセスの実施期間はおおむね 1

～2日 程度を目途に、事業数に応じて設定するものとする。なお、レビューの対象

事業数が少なく、かつ、①の基準に該当する事業がないと考える府省は、公開プロ

セスの取扱いについて、事業単位を整理する段階で、事務局に事前に協議を行うも

のとする。

(2)外部有識者の選定方法

① 公開プロセスに参加する外部有識者は6名 とし、各府省が 3名 を選定し、行政改

革推進会議の意見を踏まえて事務局が 3名 を選定する。各府省は、外部有識者から

とりまとめ役を指名する。
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② 各府省においては、4の (1)で指名した外部有識者が公開プロセスに参加する

ことを基本とするが、やむを得ない事情がある場合は、同じ基準で外部有識者を追

加的に指名し、公開プロセスに参加させることができる。

(3)事前勉強会及び現地ヒアリングの実施等

各府省は、公開プロセスの実施に先立ち、外部有識者に対し、公開プロセス対象事

業に係る事前勉強会及び現地ヒアリングの機会を随時提供するとともに、外部有識者

から資料の提供、現地ヒアリングの実施等の要請があった場合には、誠実かつ迅速に

対応するものとする。

また、事務局は、公開プロセスの事前準備や当日の議事運営に関し留意しなければ

ならない点を運営要領としてまとめ、各府省を通じ事前に公開プロセスの参加者に周

知徹底するものとする。

(4)公開プロセスの進め方

① 公開プロセスは、6月 上旬から中旬までを目途に実施することを原則とする。

② 公開プロセスは、チームの統括責任者又は副統括責任者の進行の下で実施する。

進行役は、それぞれの事業の点検の冒頭に論点を説明するとともに、議事の公正な

進行 に努めるものとす る。

③ 公開プロセスは、一般傍聴までは要しないものの、インターネット中継等により

公開性を担保する。また、結果及び議事録を事後に公表するものとする。

④ 公開プロセスにおける点検・議論は、無駄の削減の観点だけでなく、より効果の

高い事業に見直すとの観点から熟議型により行うこととする。

外部有識者は、公開の場における事業所管部局との質疑及び意見交換を経た後、

「廃止」、「事業全体の抜本的な改善」、「事業内容の一部改善」又は「現状通り」の

4つ のいずれかに投票する。それぞれの選択肢の基本的な考え方は以下のとおり。

・廃止 :「国が行う事業として目的や効果が明確でない」、「地方自治体や民間等に

委ねるべき」、「効果が見込めない事業内容や実施方法となっている」など

の状況にあり、事業の存続自体に問題があると考えられる場合等

・事業全体の抜本的な改善 :事業の存続自体を問題とするまでには至らないが、事

業全体として「資金が効率的に使われていない」、「効果が薄い」など、十

分に効果的・効率的な事業となっておらず、抜本的に見直すべきと考えら

れる場合等

・事業内容の一部改善 :「資金が効率的に使われていない部分がある」、「効果の薄

いメニューが含まれている」など、より効果的・効率的な事業とするため、

事業内容の一部を見直すべきと考えられる場合等

・現状通り:特段見直す点が認められない場合等
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⑤ とりまとめ役は、票数の分布、外部有識者のコメント、質疑及び議論の内容等を

総合的に勘案して、評価結果及びとりまとめコメントの案を提示する。外部有識者

は、提示された評価結果及びとりまとめコメントの案に対し意見を述べることとし、

それらの意見を踏まえ、とりまとめ役は、必要な修正を加えた最終的な評価結果及

びとりまとめコメントを公表するものとする。

評価結果は、外部有識者の評価において最も票数が多い選択肢を基本とし、票数

が分散した場合等には、改めて時間をとって外部有識者間で議論し、一つの結論を

出すことを目指すものとする。

⑥ 外部有識者のコメント及びとりまとめコメントには、④のいずれの選択肢を選択

する場合にも、事業の課題や問題点、当該選択の理由・根拠を具体的に明記される

ようにする。さらに、改善の手法や事業見直しの方向性も具体的に明記されるよう

にする。

⑦ チームは、公開プロセスの評価結果及びとりまとめコメントを、レビューシート

の所定の欄に記入するものとする。

(5)結果の取扱い

評価結果及びとりまとめコメントは、事業見直しの方向性や見直しの内容を外部の

視点から提示するものであって、概算要求に当たっての各府省の判断を示すものでは

ない。しかしながら、公開の場での議論の結果であることを踏まえ、各府省は概算要

求に向けての事業の検討において尊重するとともに、異なる対応を行う場合は、十分

な説明責任を果たす必要がある。

6 チームによる点検 (サマーレビュー)及び概算要求等への反映

(1)点検を行う体制

点検を行う事業の数が数百にも及ぶような府省においては、事業の十分な点検を行

う観点から、チームの下に複数のワーキングチームを設け分担して点検を行うなど、

厳正な点検を効率的に行える体制を整備するものとする。

(2)所見欄への記入

チームは、点検結果を所見としてレビューシートの所定の欄に記入するものとする。

この場合、5の (4)の④に定義されている「廃止」、「事業全体の抜本的な改善」、「事

業内容の一部改善」又は「現状通り」との評価結果を明記した上で、具体的な所見を

記入するものとする。

(3)概算要求等への反映

各府省は、チームの所見を翌年度予算の概算要求や予算執行等に的確に反映するも

のとする。この際、国民への説明責任を果たす観点か ら、チーム所見を踏まえてどの
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ように検証を行つたのか、どのように改善を行ったのかなど、その反映状況等につい

て、レビューシー トの 「所見を踏まえた改善点」の欄にわかりやすく記述するものと

する。

7 点検結果の最終公表

(1)レビューシー トの最終公表

各府省は、チームの所見と所見を踏まえた事業の改善点、翌年度予算概算要求にお

ける要求額等を記入 したレビューシー トを、概算要求の提出期限までに公表するもの

とする。この際、レビューと政策評価の一覧性に留意して、国民にとって分かりやす

い公表を行うものとする。

(2)概算要求への反映状況の公表

各府省は、チームの所見の各事業への反映状況や反映額の総額等をとりまとめ、事

務局が別途示す様式に記入の上、レビューシー トの最終公表後 1週間以内に公表する

ものとする。

8 新規事業及び新規要求事業の取扱い

(1)レ ビューシー トの作成、公表

各府省は、前年度事業のほか、

・当該年度に新規に開始した事業 (以下 「新規事業」という。)

・翌年度予算概算要求において新規に要求する事業 (以下 「新規要求事業」という。)

についても、レビューシー トに事業の目的、概要、成果目標・成果実績、活動指標・

活動実績、単位当たリコス トなど記入可能な事項を記入の上、

・新規事業については、前年度事業と同じ時期に、

・新規要求事業については、翌年度予算概算要求の提出期限後 2週間以内を目途に、

公表を行う (新規要求事業については中間公表を要しない。)。

なお、新規事業は、前年度事業と同時期に、別途、事務局が示す様式にしたがって

事業単位を整理するものとする。

(2)チームによる点検及び概算要求等への反映

① 新規事業及び新規要求事業については、事業の必要性、効率性及び有効性の観点

から、計画が適切に立てられているか、資金が効率的、効果的に用いられる仕組み

となっているか等について点検を行うほか、十分な情報の開示など透明性が確保さ

れているか等について点検を行い、点検結果を所見としてレビューシートの所定の

欄に具体的に記入する。

② 各府省は、チームの所見を概算要求や予算執行等に的確に反映するとともに、チ

ームの所見の各事業への反映状況や反映額の総額等をとりまとめ、事務局が別途示

す様式に記入の上、

・新規事業については、レビューシートの最終公表後 1週間以内に、
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・新規要求事業については翌年度予算概算要求の提出期限後 2週間以内を目途に、

それぞれ公表するものとする。

9 行政改革推進会議による点検等

(1)レ ビューシー ト最終公表後の点検

行政改革推進会議は、各府省の点検が十分なものとなっているか、点検結果が的確

に概算要求に反映されているか等についてチェックを行い、必要に応じ、チェックの

結果が予算編成過程で活用されるよう意見を提出するものとする。

(2)レ ビューの取組に係る行政改革推進会議への報告等

① 各府省は、行政改革推進会議からの求めに応じ、同会議にチームの取組や公開プ

ロセスの実施等のレビューの取組に係る報告等を行うものとする。

② 事務局は、「秋のレビュー」等での指摘に対する各府省の対応状況について、レビ

ューシートの最終公表などの機会をとらえて、フォローアップを行い、その結果を

行政改革推進会議に報告するものとする。

(3)チーム責任者会合の開催

各府省のレビューの取組の改善につなげるため、チームの責任者を集めた会合を必

要に応じ行うものとする。

10 優良改善事業の選定等

(1)行政改革推進会議による選定

① 行政改革推進会議は、レビューの一環として、各府省の自主的な事業改善の取組

に着目し、優れた取組が行われた事業を優良改善事業として積極的に評価するとと

もに、これを各府省にグッドプラクティスとして共有するものとする。

② 優良改善事業の選定は、次のすべてに該当するものについて行うものとする。

ア 事業効果や執行実態を把握・分析した上で、事業内容や執行上の課題が的確に

抽出されていること。

イ 事業内容について、課題を踏まえた有効な改善がなされていること。

ウ 事業改善の取組において、独創性や創意工夫が発揮されていること。

エ グッドプラクティスとして共有可能な汎用性のある取組であること。

(2)各府省による事業改善の取組

各府省において、チームは、優良改善事業の取組を参考として積極的な事業改善の

取組を行うよう、事業所管部局に対して働きかけるとともに、事業所管部局による事

業改善の取組を把握し、良い取組については積極的に評価し、省内に普及させていく

ものとする。

また、自主的な事業改善の取組については、レビューシートの所定の欄に、その具
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体的内容を記載するものとする。

11 その他重要事項

(1)国民へのレビューの周知広報等

① 事務局は、公表されたレビューシー トを元に、事業の見直しに関する国民からの

意見募集を行い、結果を各府省に伝達するとともに、行政改革推進会議によるレビ

ューシー ト最終公表後の点検に活用するものとする。

② 事務局は、データの集計や分析など加工が行いやすいレビューシート等の作成 0

公表の手法を構築し、国民による利活用の促進を図るものとする。

③ 事務局は、レビューの取組が広く国民に知られるよう、これらの取組を通じ、効

果的・効率的な周知 。広報に努める。

(2)人事評価への反映

各府省は、優良改善事業の取組をはじめ、レビューの取組を通じ、職員が厳格な事

1     業の点検や積極的な事業見直しを行った場合、当該職員の人事評価に適切に反映され

|      るよう努めるものとする。

|    (3)政 策評価との連携

l      ① レビューは、事業レベルでのPDCA(Plan:企画 0立案、Do:執行、Check:評

価・検証、Action:反映)サイクルの具体化を図る取組であり、政策 0施策レベル
|       

におけるPDCAサ イクルの基盤である政策評価と連携して取り組むことにより、

|       より効果的、効率的に推進していく必要がある。

l      ② このため、各府省は、以下のような取組を進めていくことが推奨される。

ア 合同のチームによるレビューと政策評価の一体的な推進

イ レビューの外部有識者会合と、政策評価に関する外部の有識者によって構成さ

れる同種の会合の合同開催

(4)若手職員の研修

予算に対する公務員の意識改革や政策立案能力の底上げを図る観点から、レビュー

を活用 した若手の研修を充実させるものとする。

(5)ルールの追加等

本ルールのほか、レビューの実施に必要な事項は、事務局か ら随時提示 し、各府省

においては、事務局と調整しなが らレビューを実施するものとする。

行政改革推進会議は、本ルールや事務局から提示された事項に則 してレビューを行

っていない府省があると認める場合は、必要な改善が行われるよう意見を提出するも

のとする。



行政事業レビュー公開プロセスホームページについて

公開プロセスの各種情報は「内閣官房 平成 26年行政事業レビュー公開プロ

セス特設ページ」において、情報発信をしていく予定です。

今後、各府省の公開プロセス関連ホームページヘもリンクを貼る予定です。

「内閣官房 平成 26年行政事業レビュー公開プロセス特設ページ」を閲覧す

るには、各種検索エンジンで「内閣官房 平成 26年行政事業レビュー公開プロ

セス」を検索してください。
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